
 

 

大田市告示第１７９号 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

く公の施設に係る指定管理者の指定を行ったので、大田市公の施設の指定管理

者の指定の手続等に関する条例（平成１７年大田市条例第６１号）第６条第２

項の規定に基づき告示する。 

 

 

令和６年１２月２５日 

 

 

大田市長 楫野 弘和  

 

 

 

１．指定管理者の名称 

   株式会社 さんべ開発公社 代表取締役 宇谷 義弘 

 

 

２．指定管理者として管理を行う公の施設の名称 

   三瓶周辺観光施設（国民宿舎さんべ荘） 

 

 

３．指定の期間 

    令和７年４月１日 から 令和１２年３月３１日 まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


